
１．特車ゴールド包括申請について 

「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度（以降、特車ゴールド制
度）」に関して、トラック／トラクタの包括申請が可能になります。 
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特車ゴールド制度を利用するためには、 
これまでトラック／トラクタは1台のみであ

る必要がありましたが、今後は複数台で
の申請が可能になります。 
 ※同一軸種に限ります 

 特車ゴールド制度を利用するためには、あらかじめ申請車両分の「ETC2.0
簡素化制度利用登録」を行う必要があります。トラック／トラクタ車両の包括
申請を行う場合、全車両分が利用登録済みであるか、ご確認ください。 

 なお、従前どおり複数軸種の包括申請については受け付けておりませんの
で、ご注意ください。 


